
北海道では、少子化問題を社会全体の問題として受け止め、
少子化対策を推進するために条例･計画を策定しました。

５．北海道子どもの未来づくりのための少子化対策推進条例

目的

•安心して子どもを生み育てる
ことができ、子どもが健やか
に成長できる環境を整備

•子どもの未来に夢や希望が
持てる社会を実現

基本理念

•子どもの権利及び利益の尊重

•すべての子どもと家庭への支援

•社会全体による相互連携

•総合的な施策の推進

•地域特性を踏まえた取り組み

•個人の価値観の尊重

責務及び役割

•道
少子化対策の推進
国、市町村、事業者、関係団体
等との密接な連携

•事業者
家庭と仕事の両立を図る雇用環
境の整備、道への協力

•道民
安心して子どもを生み育てる社
会の実現に関心と理解を深め
る、道への協力

安心して子どもを生み育てることができる社会の実現に向けて、
みんなで子どもや子育てを大切にする思いを広げよう！



６．道の総合計画：「北の大地☆子ども未来づくり北海道計画」

令和２年から5年間を計画期間とする第四期計画を策定したよ。
結婚、妊娠・出産、子育て、子育ち・自立などのライフステージ

ごとに切れ目のない支援を総合的に行っているんだ。






